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▽
地
籍
調
査

一
筆
ご
と
の

土
地
の
所
有

者
、
地
番
、

地
目
を
調
査

し
、
境
界
の

位
置
と
面
積

を
測
量
す
る
も
の
で
す
。

▽
目
的　

法
務
局
で
保
管
さ
れ
て

い
る
土
地
登
記
簿
や
地
図
（
公

図
）
は
、
大
半
が
明
治
時
代
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
面
積
や

境
界
、
形
状
が
正
確
で
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
山
林

に
お
い
て
は
、
高
齢
化
に
よ
り

境
界
が
確
認
で
き
る
人
が
少
な

く
な
り
、
今
後
の
土
地
の
境
界

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
危
惧
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
籍

調
査
の
実
施
に
よ
り
土
地
の
保

全
管
理
と
、
土
地
取
引
の
円
滑

化
や
行
政
の
効
率
化
に
役
立
て

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

▽
実
施
箇
所　

北
近
畿
豊
岡
自
動

車
道
予
定
ル
ー
ト
周
辺
（
日
高

町
浅
倉
〜
上
佐
野
）

▽
実
施
方
法　

あ
ら
か
じ
め
市
が

設
定
し
た
調
査
日
に
、
土
地
所

有
者
と
地
元
の
地
籍
調
査
推
進

委
員
、
地
籍
調
査
受
託
業
者
お

よ
び
市
職
員
の
立
会
い
の
も
と
、

土
地
の
境
界
に
杭
を
打
ち
、
後

日
、
測
量
し
ま
す
。

▽
実
施
後　

境
界
杭
を
数
値
デ
ー

タ
で
市
が
管
理
し
ま
す
の
で
、

災
害
な
ど
で
境
界
杭
が
な
く

な
っ
て
も
復
元
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
一
般
的
に
は
土
地
売
買

や
分
筆
登
記
の
際
の
隣
接
地
の

立
会
い
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

▽
費
用
負
担　

国
、
県
お
よ
び
市

が
負
担
し
、
個
人
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
土
地
所
有

者
に
は
一
筆
地
調
査
（
現
地
調

査
）
の
際
に
立
会
い
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

農
林
水
産
課
地
籍
調

査
係

　

地
場
産
セ
ン
タ
ー
に
は
、
会
議
、

研
修
、
講
演
会
、
サ
ー
ク
ル
活
動

等
に
利
用
で
き
る
会
議
室
が
７
室

あ
り
ま
す
。
こ
の
度
、
よ
り
快
適

に
利
用
い
た
だ
く
た
め
、
壁
紙
の

張
替
を
実
施
し
ま
し
た
。
人
数
、

目
的
に
あ
わ
せ
て
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、

１
階
に
は

但
馬
３
市

２
町
の
特

産
品
を
一

堂
に
集
め

販
売
を
行

っ
て
い
る

「
じ
ば
さ

ん
Ｓ
Ｈ
Ｏ

Ｐ
」
が
あ

り
ま
す
。
昨
年
、
地
域
団
体
商
標

と
し
て
登
録
さ
れ
た
「
豊
岡
鞄
」

を
は
じ
め
、
各
種
豊
岡
製
の
か
ば

ん
、地
酒
、出
石
そ
ば
、水
産
加
工

品
、み
そ
、醤
油
な
ど
を
幅
広
く
取

り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▽
会
議
室
名
・
定
員

・
多
目
的
ホ
ー
ル
（
２
０
０
〜
３

５
０
人
）

・
第
１
交
流
セ
ン
タ
ー（　

人
）＊

５０

あ
な
た
の
土
地
を
守
り
ま
す

「
地
籍
調
査
事
業
」実
施
中
で
す

地
場
産
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
国
内
ま

た
は
海
外
で
大
き
な
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
義
援
金
の
募
集
を

行
っ
て
お
り
、
現
在
、
新
潟
県
中

越
沖
地
震
の
被
災
地
へ
の
義
援
金

の
受
付
も
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
で
義
援
金
の
寄

託
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
郵
便
振

替
口
座
を
利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
郵
便
振
替
番
号　

０
０
５
１
０

‐
５
‐　
２６

▽
名
義　

日
本
赤
十
字
社
新
潟
県

支
部

▽
受
付
期
限

　

平
成　

年
２０

　

１
月　

日（
水
）

１６

▽
手
数
料　

無
料

※
振
替
用
紙
の
通

　

信
欄
に
「
新
潟

　

中
越
沖
地
震
」
と
明
記
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
地
域
福

祉
係
ま
た
は
各
総
合
支
所
健
康

福
祉
課

日
本
赤
十
字
社

災
害
義
援
金
を
受
付
中

　

９
月　

日（
月
・
祝
）「
敬
老
の

１７

日
」は
、ご
み
の
収
集
を
休
み
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
該
当
品
目
に
つ
い

て
は
振
替
日
を
設
け
ま
す
。

※
豊
岡
・
竹
野
・
但
東
地
域
は
、

振
替
す
る
品
目
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

城
崎
地
域
に
つ
い
て
は
、「
ご
み

カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ　

生
活
環
境
課
ま
た
は

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

ご
み
の
収
集
日
の
変
更

【日高地域】

振替日収集品目

９月２２日（土）
燃やさないごみ
びん・かん

【出石地域】

振替日収集品目

９月１８日（火）ペットボトル

・
第
２
交
流
セ
ン
タ
ー
（　

人
）

１０

・
デ
ザ
イ
ン
開
発
研
究
室（　

人
）＊

２４

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室（　

人
）＊

２５

・
経
営
研
修
室（　

人
）

４５

・
講
座
室（
和
室　

人
）

３５

（
＊
）壁
紙
を
張
り
替
え
た
会
議
室

▽
問
合
せ　

但
馬
地
域
地
場
産
業

振
興
セ
ン
タ
ー
（
じ
ば
さ
ん
但

馬
）
�　

－

５
５
５
１

２４

▲

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た

　

デ
ザ
イ
ン
開
発
研
究
室

▽
問
合
せ　

公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
�　

－

６
１
１
１

２２

公
立
豊
岡
病
院 
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

担当医師（住所）月　日

中沢　洋
（豊岡市出石町）

２日

９　
　

月

國屋正史
（養父市八鹿町）

９日

赤松　亮
（豊岡市九日市）

１６日

※診療時間は、午前９時～午後５
時までです。
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開
業
医
の
手
作
り

「
健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
」

　

�
０
１
２
０－

９
７
９－

４
５
１

〈
９
月
の
テ
ー
マ
〉

（
月
）は
し
か

（
火
）入
れ
歯
の
調
整
と
入
れ
歯

　
　
　
安
定
剤
の
話

（
水
）骨
粗
鬆
症
に
つ
い
て

（
木
）前
立
腺
癌

（
金
・
土
・
日
）ヘ
ル
ペ
ス
っ
て

　
　
　
ど
ん
な
病
気
？

▽
職
種　

看
護
師

▽
募
集
人
員　

１
人

▽
受
験
資
格　
　

歳
以
下
で
、
看

６０

護
師
免
許
の
あ
る
方

▽
職
務
内
容　

休
日
急
病
診
療
所

に
お
け
る
看
護
師
業
務

▽
勤
務
条
件　

報
酬
は
日
額
１
５
、

　

０
０
０
円
で
、
日
曜
日
、
休
日
、

　

１
月
２
日
・
３
日
、
８
月　

日
１５

　

お
よ
び　

月　

日
の
午
前
８
時

１２

３１

　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

▽
面
接
試
験　

日
時
等
は
後
日
連

絡
し
ま
す
。

▽
採
用
予
定
日　
　

月
１
日

１０

▽
受
付
期
限　

９
月
４
日（
火
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

職
員
課
人

事
係

豊
岡
市
非
常
勤
嘱
託

　
　
　
　
　
　

職
員
募
集

《
日
高
文
化
体
育
館
使
用
料
》

　

使
用
料
を
過
大
に
徴
収
し
て
い

る
事
例
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
使
用
料
は
、
市
民
の
方
々

が
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
で
利
用

い
た
だ
く
通
常
利
用
の
場
合
と
比

べ
、
目
的
外
利
用
の
場
合
は
基
本

使
用
料
が
高
く
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
の
利
用
に
お
い
て
も

冷
暖
房
加
算
額
に
つ
い
て
は
同
一

額
を
加
算
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
目

的
外
利
用
の
場
合
に
誤
っ
て
割
高

な
加
算
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
皆
様
方

に
深
く
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

■
過
誤
納
金
の
返
還
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
以
降
は
市
で
使
用

１２

申
請
書
を
保
管
し
て
お
り
、
該
当

す
る
方
に
は
文
書
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
が
、
平
成　

年
度
以
前
の
利

１１

用
に
つ
い
て
は
、
使
用
し
た
方
が

保
管
さ
れ
て
い
る
使
用
許
可
書
等

に
基
づ
き
確
認
し
、
返
還
し
ま
す
。

　

昭
和　

年
〜
平
成　

年
３
月
の

６２

１２

間
に
、
日
高
文
化
体
育
館
を
目
的

外
で
利
用
し
、
冷
暖
房
を
使
用
さ

れ
た
団
体
等
は
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
相
談
・
問
合
せ　

教
育
委
員
会

日
高
分
室

施
設
使
用
料
の
徴
収
誤
り
･
固
定
資
産
税
の
課
税
誤
り
が
あ
り
ま
し
た

《
固
定
資
産
税
》

　

こ
の
た
び
、
固
定
資
産
税
の
課

税
誤
り
が
判
明
し
ま
し
た
の
で
、

そ
の
内
容
と
対
応
に
つ
い
て
報
告

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
誤
り
は
、

市
民
の
皆
様
方
の
信
頼
を
損
ね
る

も
の
で
あ
り
、
多
大
な
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
た
こ
と
を
、
心
か
ら
お

詫
び
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
す
べ

て
の
状
況
は
把
握
で
き
て
い
ま
せ

ん
が
、
少
し
で
も
早
く
お
知
ら
せ

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、

判
明
し
た
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

■
旧
日
高
町
に
お
け
る
課
税
誤
り

○
誤
り
の
内
容

　

住
宅
用
地
の
課
税
の
特
例
の

（１）
適
用

　

小
規
模
住
宅
用
地
の
課
税
の

（２）
特
例
の
適
用

　

路
線
価
の
適
用

（３）
　

画
地
の
認
定

（４）
　

現
況
地
目
の
認
定　

（５）
○
誤
り
の
経
過
と
原
因

　

平
成　

年
２
月
、
日
高
総
合

１９

支
所
に
お
い
て
新
年
度
の
課
税

事
務
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
部
に
お
い
て
住
宅
用
地
の
課

税
の
特
例
の
適
用
な
ど
に
誤
り

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

誤
り
の
原
因
を
追
究
し
た
と

こ
ろ
、

　

職
員
の
経
験
の
浅
さ
や
認
識

（１）
不
足

　

現
地
確
認
の
不
徹
底

（２）
　

平
成
９
年
路
線
価
評
価
区
域

（３）
拡
大
時
の
確
認
不
足

　

に
よ
る
も
の
で
し
た
。

○
点
検
と
更
正
処
理

　

一
つ
の
大
字
地
内
の
全
宅
地

の
点
検
を
行
っ
た
結
果
、　

・
１４

６
パ
ー
セ
ン
ト
の
課
税
誤
り
を

確
認
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
７

月
、
日
高
地
域
全
域
の
宅
地
の

点
検
作
業
に
着
手
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
税
額
を
増
額
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
５
年
間
さ
か
の

ぼ
り
、
減
額（
還
付
）を
行
う
も

の
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税

課
税
台
帳
等
現
存
す
る
公
簿
に

よ
り
確
認
で
き
る
年
次
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
と
し
、
本
年
度

中
の
更
生
処
理
を
目
指
し
ま
す
。

■
旧
日
高
町
を
除
く

　
　

旧
１
市
４
町
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

課
税
誤
り

○
誤
り
の
内
容

　

旧
日
高
町
の
課
税
誤
り
を
受

け
、
居
住
用
家
屋
の
う
ち　
５８

パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
住
宅
用

地
の
特
例
の
適
用
状
況
を
調
査

し
た
と
こ
ろ
、０
・
４
パ
ー
セ
ン

ト
の
適
用
も
れ
や
適
用
誤
り
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

電
算
入
力
も
れ
や
特
例
が
適
用

さ
れ
る
「
居
住
用
家
屋
」
の
認

識
不
足
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で

し
た
。

○
点
検
と
更
正
処
理

　

今
回
の
点
検
で
判
明
し
た
誤

り
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
中
に

更
正
処
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

現
在
、
課
税
の
正
確
性
を
高
め

る
た
め
に『
デ
ジ
タ
ル
地
番
図
』

等
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
の

で
、
今
後
、
全
域
で
さ
ら
な
る

点
検
を
行
い
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
更
正

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

も
固
定
資
産
税
額
を
基
に
資
産

割
を
賦
課
し
て
い
る
た
め
、
税

額
を
増
額
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
３
年
間
さ
か
の
ぼ
り
、
減
額

（
還
付
）を
行
う
も
の
に
つ
い
て

は
、
固
定
資
産
税
と
同
様
に
さ

か
の
ぼ
る
更
正
処
理
を
行
い
ま

す
。

　

今
後
は
、
職
員
研
修
を
強
化
す

る
と
と
も
に
、
事
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
基
づ
く
事
務
処
理
を
徹
底
し
、

再
発
防
止
に
努
め
ま
す
。

▽
問
合
せ　

旧
豊
岡
市
分
は
税
務

課
、
旧
５
町
分
は
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課


